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新型コロナウイルス感染症への対応について(第５１報) 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

  

 

 

 

(1)  いちご農園への収穫ヘルパー事業の開始について   別紙１のとおり  

    (地域創生部産業戦略室農業創造課)  



別紙１ 

 

いちご農園への収穫ヘルパー事業の開始について 

 

新型コロナウイルス対策緊急事態宣言に伴い、ツアー客・個人客が激減している市内

いちご農園に対し、収穫ヘルパーによる支援を５月２８日（木）から開始しますのでお

知らせします。 

記 

１ 事業目的・概要 

市内いちご農園は、入園客による摘み取り前提のため農園スタッフは最小限であり、

収穫のための人手確保にも困窮し、収穫しきれない果実に廃棄のおそれが生じています。

この課題解決のため、各農園における収穫を支援するものです。 

なお、収穫ヘルパーは、アルバイト先の確保に苦慮する学生や、休業等により働き口

をなくした人へ仕事紹介を行うなど、緊急雇用対策としても取り組んでいきます。 
 

２ 事業主体 

  兵庫六甲農業協同組合（三田営農総合センター） 

３ 事業内容 

事業主体が困窮学生等を収穫ヘルパーとして人材登録し、市内各農園に対して人材紹

介と雇用費を補助し、果実の収穫出荷作業を支援します。 

雇用人員は、５農園に対し一日あたり約１０名を予定しています。 

（雇用主は各農園となります。） 

４ 事業費（予定） 

６６０千円（２０日間、延べ２００人、うち市補助 1/2：330 千円） 

５ 対象農園 

 ①かさやいちご園（上相野）、②新さんだ農園いな岡（福島） 

③原田いちごファーム（尼寺）、④神戸三田ながしお農場（沢谷） 

⑤稲鍵ファーム（末、尼寺） 
 

６ 実施期間（予定） 収穫期終了となる６月中旬頃まで 

           仕事は、午前中の約３時間（９時～１２時） 

 

 

 

 

お問い合わせ先（事業主体） 
 
ＪＡ兵庫六甲三田営農総合センター 

電話 ０７９－５６３－４１９２ 

所在地 三田市川除６７７－１ 

（農園取材について） 

下記農園へお願いします。 

原田いちごファーム（尼寺 417） 

業務の関係上、5/28(木)の場合、11 時にお

願いしたいとのことです。（裏面図参照） 

※別日ご希望の場合、右記宛お問い合わせください。 

地域創生部産業戦略室 
農業創造課（担当：大西） 
直通:559-5089 内線:2480 
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